
子 育 て す る な ら ふ じ え だ !

空 き 家 を 活 用 し た い 全 て の 世 帯 を 応 援 し ま す ！

空き家活用・流通促進事業

空 き 家 （ 中 古 住 宅 ） へ の 移 住 す る 際 の 費 用 に つ い て

最 大２００万円 補 助 し ま す ！

令和６年度

■ 問合せ 先
藤 枝 市 都 市 建 設 部 住 ま い 戦 略 課
〒 4 2 6 - 8 7 2 2  静 岡 県 藤 枝 市 岡 出 山 １ 丁 目 1 1 番 1 号
電 話 0 5 4 - 6 3 1 - 5 7 5 0 （ 直 通 ）
Ｆ Ａ Ｘ 0 5 4 - 6 4 3 - 3 2 8 0
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■取得事業 空き家を購入した際に要した費用を補助します。

更に、子育てファミリーに該当し三世代同居・近居に該当する場合、上限額
に３０万円（上限）を加算します。

補助率 ２分の１

補助上限額 市外 子育てファミリー ７０万円

一般世帯 ５０万円

市内 子育てファミリー ４０万円または３０万円

一般世帯 ３０万円

■改修事業
購入または賃借した空き家を居住するために、改修（リフォーム）する際

の費用を補助します。

補助率 ２分の１

補助上限額 子育てファミリー ５０万円

一般世帯 ３０万円

※申請時期
改修工事に着手する前

（既に着手してしまった工事は
補助対象になりません。）

※申請時期
住民票の異動後

■移転事業
購入した空き家に市外から引越しをした際に要した費用を補助します。

空き家へ住所を異動する前の直前の住所が藤枝市外の方のみ対象となります。

補助率 ２分の１

補助上限額 ５０万円

※申請時期
住民票の異動後

補助金ＨＰ⇒



１ 用語の解説
■空き家
藤 枝 市 内 に あ る 中 古 住 宅 の う ち 、 個 人 が 自 己 の 居 住 を 目 的 と し て 所 有 権 を 有 し て い た 一

戸 建 て 住 宅 や マ ン シ ョ ン の 一 戸 を 指 し ま す 。 な お 、 住 宅 と は 、 キ ッ チ ン 、 お 風 呂 場 、 ト イ
レの水回 りの３ 点の 全てを備 えてい る建 築物を指 します 。こ れらを備 えてい ない 建築物は 、
住 宅 に 当 た ら な い た め 、 補 助 対 象 と な り ま せ ん 。

■取得事業
空 き 家 を 購 入 し た 方 が 、 購 入 し た 空 き 家 に 住 所 と す る こ と （ 住 民 票 を 異 動 す る こ と ） を

いいます。
【 補 助 対 象 経 費 】 空 き 家 の 購 入 に 要 し た 費 用
不 動 産 売 買 契 約 書 に 記 載 さ れ た 売 買 契 約 額 を 指 し ま す 。

■移転事業
取 得 事 業 の 対 象 と な っ た 空 き 家 に 、 藤 枝 市 外 の 住 所 か ら 移 動 す る こ と を い い ま す 。 空 き

家 の 直 前 住 所 が 藤 枝 市 外 で あ っ た 人 の み が 対 象 で す 。
【 補 助 対 象 経 費 】 空 き 家 へ の 移 動 に 要 し た 経 費
引 越 運 送 業 者 に 支 払 っ た 費 用 及 び 空 き 家 へ の 移 動 の 際 に 使 用 し た レ ン タ カ ー の 借 上 料 を

指 し ま す 。 た だ し 、 エ ア コ ン 等 の 家 電 製 品 の 新 調 に 要 し た 費 用 や 、 不 用 品 の 処 分 費 、 レ ン
タ カ ー を 使 用 し た 際 の 燃 料 費 は こ れ に 含 ま れ ま せ ん 。

■改修事業
空 き 家 を 購 入 又 は 賃 借 し た 方が、 当該空 き家の 本体（ 建築設 備を含 みます 。）を 補修や

修 繕 等 を 行 う こ と を い い ま す 。
【 補 助 対 象 経 費 】 空 き 家 の 改 修 に 要 す る 経 費
空き家の本体を補修や修繕等を行 う際に 要する 費用を 指しま す。た だし、 電球な どの消

耗 品 の 交 換 や 附 属 家 （ 離 れ ） に 係 る 改 修 や 、 カ ー ポ ー ト や 垣 柵 な ど の 空 き 家 本 体 と は 別 の
構 造 物 に 係 る 改 修 は 補 助 対 象 と な り ま せ ん 。

■子育てファミリー
申 請 日 が 属 す る 年 度 の 末 日 時 点 で 満 １ ８ 歳 以 下 の 子 ど も （ 妊 娠 中 を 含 み ま す 。 ） 及 び そ

の 親 か ら な る 世 帯 を い い ま す 。

■一般世帯
子 育 て フ ァ ミ リ ー に 該 当 し な い 世 帯 を い い ま す 。

■三世代同居・近居加算
同 居 と は 、 取 得 し た 空 き 家 で 申 請 者 本 人 ま た は 配 偶 者 の 父 ま た 母 と 同 居 す る こ と を 指 し

ま す 。 近 居 と は 、 取 得 し た 空 き 家 と 申 請 者 本 人 ま た は 配 偶 者 の 父 ま た は 母 の 住 宅 が 同 一 小
学 校 区 ま た は 直 線 距 離 で お お む ね １ ｋ ｍ 以 内 に 所 在 す る こ と を 指 し ま す 。 子 育 て フ ァ ミ
リ ー で い ず れ か に 該 当 す る 場 合 、 取 得 事 業 の 補 助 上 限 額 に 上 限 ３ ０ 万 円 を 加 算 し ま す 。

２ 補助金額（上限額）等
■ 補 助 率 補 助 対 象 経 費 の ２ 分 の １ （ 全 事 業 共 通 ）
■ 補 助 上 限 額
・取得事業 ○市外 ・子育てファミリー ７０万円 ・一般世帯 ５０万円

○市内 ・子育てファミリー ４０万円または３０万円※ ・一般世帯 ３０万円
※令和６年４月１日以降に住所を異動した方に限り、上限額が４０万円となります。
・移転事業 ５０万円
・改修事業 ・子育てファミリー ５０万円 ・一般世帯 ３０万円

３ 補助金交付申請期間
■ 取 得 事 業 ・ 移 転 事 業
売 買 契 約 を 締 結 し た 日 か ら １ 年 以 内 か つ 住 民 票 の 異 動 の 後 、 住 民 票 の 異 動 日 か ら １ 年 を

経 過 し た 日 が 属 す る 日 が 属 す る 月 の 末 日 ま で
■ 改 修 事 業
売買契約又は賃貸借契約を締結し た日か ら１年 以内で あって 、当該 改修工 事の着 工前

（ 令 和 7 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で に 改 修 工 事 を 完 了 す る こ と ）

４ その他（注意事項等）
・ 補 助 対 象 経 費 の う ち 、 市 の 実 施 す る 他 の 補 助 金 の 補 助 対 象 と な っ て い る 経 費 は 補 助 対 象
に 含 め る こ と は で き ま せ ん 。

・ 予 算 の 上 限 に 達 し た 場 合 、 年 度 の 途 中 で あ っ て も 補 助 金 交 付 申 請 の 受 付 を 終 了 す る こ と
が あ り ま す 。

・ 空 き 家 を 購 入 す る 際 に 、 フ ラ ッ ト ３ ５ の 融 資 を 利 用 す る 場 合 、 金 利 の 引 下 げ の 対 象 と な
る 場 合 が あ り ま す 。 融 資 の 本 契 約 前 に ご 相 談 く だ さ い 。


